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平成 年 月 日（火）

号外第 号

16 23
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３

毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 鳥取県統計調査条例施行規則 一部 改正 規則（ ）（統計課）……………………………

鳥取県立岩井長者寮管理規則及 鳥取県立福原荘管理規則 一部 改正 規則（ ）

（長寿社会課）…………………………………………………………………………………………

◇鳥取県統計調査条例施行規則 一部 改正 規則

日本標準産業分類 改訂 伴 所要 規定 整備 行 。

規則 、公布 日 施行 。

◇鳥取県立岩井長者寮管理規則及 鳥取県立福原荘管理規則 一部 改正 規則

鳥取県立岩井長者寮管理規則 一部改正

（ ） 岩井長者寮 使用料 係 経済的事情 区分（以下「区分」 。） 、 階層 使用

料 額 円引 下 、Ｃ 階層及 Ｄ階層並 階層 階層 使用料 額

円引 下 。（附則別表、別表関係）

（ ） 区分 、Ｄ階層又 階層 該当 要件 対象収入額 円以上（現行

円以上） 、 階層 該当 要件 対象収入額 円以下（現行 円以下）

引 下 。（附則別表、別表関係）

鳥取県立福原荘管理規則 一部改正

県立福原荘 同様 措置 講 。（附則別表、別表関係）

施行期日等

規則 、公布 日 施行 、改正後 内容 、平成 年 月 日 適用 。

鳥取県統計調査条例施行規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県統計調査条例施行規則 一部 改正 規則
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改 正 後 改 正 前

（調査 対象）

第 条 鉱工業生産動態調査 、日本標準産業分類（平

成 年総務庁告示第 号） 掲 大分類Ｄ 鉱業又

大分類Ｆ 製造業 属 事業所 知事 指定

（以下 章 「調査事業所」 。）

行 。

（調査事項）

第 条 企業経営者見通 調査 、調査事業所 係 次

掲 事項 調査 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 日本標準産業分類 掲 大分類Ｆ 製造業又

大分類Ｉ 卸売・小売業、飲食店 卸売・小

売業 属 事業所 、在庫水準 判断及

見通

（ ）及 （ ） 略

（調査 対象）

第 条 鉱工業生産動態調査 、日本標準産業分類（平

成 年総務省告示第 号） 掲 大分類Ｄ 鉱業

又 大分類Ｆ 製造業 属 事業所 知事 指

定 （以下 章 「調査事業所」

。） 行 。

（調査事項）

第 条 企業経営者見通 調査 、調査事業所 係 次

掲 事項 調査 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 日本標準産業分類 掲 大分類Ｆ 製造業又

大分類Ｊ 卸売・小売業 属 事業所

、在庫水準 判断及 見通

（ ）及 （ ） 略
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附則別表

区 分
金額（ 人月額）

大居室 小居室

略

Ｃ 階層
円以上 所得税 納付

要 者
円 円

附則別表

区 分
金額（ 人月額）

大居室 小居室

略

Ｃ 階層
円以上 所得税 納付

要 者
円 円
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することを する

の を

することを する

鳥取県統計調査条例施行規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県立岩井長者寮管理規則及 鳥取県立福原荘管理規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県立岩井長者寮管理規則及 鳥取県立福原荘管理規則 一部 改正 規則

（鳥取県立岩井長者寮管理規則 一部改正）

第 条 鳥取県立岩井長者寮管理規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。
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Ｄ 階 層
対象収入額 円以

上 者
円 円

備考 略

別表（第 条 関係）

区 分
金額（ 人月額）

大居室 小居室

略

階 層

対象収入額 円以

上 円以下 円 円

階 層

対象収入額 円以

上 円以下 円 円

階 層

対象収入額 円以

上 円以下 円 円

階 層
対象収入額 円以

上
円 円

備考 略

Ｄ 階 層
対象収入額 円以

上 者
円 円

備考 略

別表（第 条 関係）

区 分
金額（ 人月額）

大居室 小居室

略
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上
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附則別表

区 分
金額（ 人月額）

大居室 小居室

略

Ｃ 階層
円以上 所得税 納付

要 者
円 円

Ｄ 階 層
対象収入額 円以

上 者
円 円

備考 略

別表（第 条関係）

区 分
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大居室 小居室
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附則別表

区 分
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大居室 小居室

略
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要 者
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Ｄ 階 層
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上 者
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別表（第 条関係）
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略
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改 正 後 改 正 前

（鳥取県立福原荘管理規則 一部改正）

第 条 鳥取県立福原荘管理規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。
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平成 年度（平成 年 月 平成 年 月 ） 鳥取県公報 講読（年間 通 定期購読

原則 。） 希望 方 、下記 鳥取県公報購読申込書 平成 年 月 日 鳥取市東町

一丁目 鳥取県総務部総務課 申込 。

、購読料金（ 部月額 円。年額 円） 、後日送付 納入通知書 納入

。

照会先 鳥取県総務部総務課 電話 ・

鳥取県知事 片山善博 様

下記 鳥取県公報 講読 申 込 。

年 月 日

郵便番号

住 所
申 込 者

氏 名

法人 、名称及
代表者 氏名

電話番号

記

講 読 期 間

講 読 部 数

送 付 先

年 月 年 月

部

注 氏名 自署 場合 、押印 省略 。

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】
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なお については する により し

てください

のとおり を したいので し みます

にあっては び
の

から まで

を する には を することができる

か を む｡

鳥 取 県 公 報 講 読 申 込 書

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

規則 、公布 日 施行 、第 条 規定 改正後 鳥取県立岩井長者寮管理規則及 第 条 規

定 改正後 鳥取県立福原荘管理規則 規定 、平成 年 月 日 適用 。

この は の から し の による の び の

による の の は から する
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鳥取県公報 定期購読 申込の の みについて


